
第3次大山町男女共同参画プランに関する

事業・取組みの実施状況一覧

（令和元年度分）

大山町福祉介護課人権推進室



「第3次大山町男女共同参画プランに関する事業・取組みの実施状況」の評価について

　　評価の方法は、下記の評価基準を基に評価しています。

　　　計画の評価基準

評　価 内　容 判　断　基　準 令和元年度集計

A
　計画通りに事業が実施でき、
　十分に成果があった

　計画に記載の通り、またはそれ以上の施策が実施でき、男女共同参画推進の効果が
十分期待できる

18

B
　ある程度の事業が実施でき、
　一応成果があった

　計画に記載のある施策がある程度実施され、男女共同参画推進の効果が期待できる 6

C
　十分な事業が実施できず、
　あまり成果がなかった

　何らかの施策が実施されているが、男女共同参画推進の効果が期待できるとはいえ
ない

4

D 　未実施 　計画に記載のある施策について、実施できなかった 4



第3次大山町男女共同参画プランの体系

基本目標 重点目標 施策の方向
　1　男女共同参画の理解を広げる啓発の推進

　2　子どもの頃からの男女共同参画の推進

　3　生涯を通じた男女共同参画の学習機会の提供

　4　性別による固定的なイメージや役割分担意識是正のための啓発

　1　仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進

　2　男女がそれぞれに能力を発揮できる職場環境づくり

　3　農林水産業・商工業等の自営業における女性活躍の推進

　4　男女の平等な雇用環境の確立

　1　地域活動における男女共同参画の推進

　2　地域の政策決定過程における女性の参画の啓発の推進

　3　防災・災害復興分野における女性の参画の推進

　1　男女間の対等な関係性の確立

　2　多様なライフスタイルに対応した子育て・介護の支援

　1　高齢者、障がい者、移住者、外国人などが暮らしやすい環境づくり

　2　ひとり親家庭など社会的に困難な状況に置かれやすい人への支援

　3　性の多様性に関する理解促進

　1　男女間における暴力を許さない社会づくり

　2　安心して相談できる体制づくり

　1　生涯を通じた男女の健康の保持増進

　2　妊娠・出産などに対する健康支援

　3　誰もが安全・ 安心に暮らせる社会づくり

　５　誰もが安心して暮らせる社会づくり

　６　男女間におけるあらゆる暴力の根絶

　７　生涯を通じた男女の健康支援

　１　人権尊重の推進、男女共同参画社会を
　　　　　　　　　　　　実現する意識改革

　1　男女共同参画の理解促進

　２　誰もが共に活躍できる環境づくり

　２　働く場における女性の活躍推進

　３　地域、社会活動における男女共同参画の推進

　４　家庭における男女共同参画の推進



≪基本目標１≫人権尊重の推進、男女共同参画社会を実現する意識改革

具体的な施策 施策の方向 取り組み内容 説明、今後の方針等 評価

①男女共同参画の理
解を広げる啓発の推
進

　男女共同参画について女性はもとよ
り、男性、子ども、若年層などあらゆる
層に対し、男女共同参画社会の意義や必
要性について共感できるよう、広報・啓
発を進めます。

【人権推進室】
〇男女共同参画週間にポスターの掲示、図書館に関連書籍の展示を行った。

　町報やポスターの掲示、セミナーで
のチラシ配布など、少しづつ進めてい
く必要がある。

B

　学校教育において男女共同参画を推進
することができるよう研修などの取り組
み内容を支援します。

【学校】
〇人権学習等において、男女共同参画に関する講演会などを開催した。

　各校人権教育年間指導計画に位置付
けて毎年行った。

A

【幼児・学校教育課】
〇男女混合名簿100％実施済み。 今後も継続していく。

〇男女の序列、区分、固定観念を無くした保育を実施した。
　　　→具体例：「くん」「ちゃん」付けを「さん」に改めた。
　　　　　　　　　リレーやかけっこで男女混合とした。

　男女の差や固定観念にとらわれるこ
となく、一人ひとりの能力や資質が伸
びる保育を行った。

【学校】
〇男女の序列、区分、固定観念を無くした教育を実施した。 　各校人権教育年間指導計画に位置付

けて毎年行った。

【人権推進室】
〇人権セミナー・人権同和教育推進大会・町報・大山チャンネル・HPを通じてセミナーの周
知等啓発を行った。
〇男女共同参画週間に関連書籍の展示を行った。
〇町文化祭・総合文化祭にて,パネルの展示を行った。

　セミナー等は近年行っていないが、
文化祭、各週間等機会があれば少しず
つ町報等で啓発を行っていく。

【社会教育課】
〇生涯学習大会や総合文化祭を通して学習機会を提供した。
・大山町総合文化祭（R1.10.26～27）　参加人数…約5,500人
・生涯学習大会（R2.2.2)　参加人数…約100人

　取組みを通じて性別にかかわらず学
習機会を提供している。
今後もこの取組を続けていく。

④性別による固定的
なイメージや役割分
担意識是正のための
啓発

　男女の固定的な役割分担意識にとらわ
れず、男女がともに相手の立場を理解し
助け合って暮らしていけるよう広報・啓
発を推進します。

【社会教育課】
〇公民館活動を通じて男性に学習機会を提供した。
・男の料理同好会(公民館サークル)→地元の食材を料理して、みんなで食を考え楽しむ
　 5月…山野草の採取と料理講習　8月…しま瓜の奈良漬けづくり
　10月…大山町総合文化祭物販参加　3月…大山分館まつり物販参加
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（毎年同じ内容、各回参加人数7、8人）

　男女共同参画を意識した取り組みで
はないが、今後も継続していく。

B

重
点
目
標
１
　
男
女
共
同
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画
の
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促
進

②子どもの頃からの
男女共同参画の推進

　子どもたちが健やかに成長できるよ
う、発達段階に応じた適切な性に関する
指導を行います。

A

③生涯を通じた男女
共同参画の学習機会

の提供

　家庭、地域において、男女共同参画の
意識を高め、性別による固定的な役割分
担意識にとらわれず、男女が共に相手の
立場を理解し助け合っていけるよう、学
習機会を提供します。

B



≪基本目標２≫誰もが共に活躍できる環境づくり

具体的な施策 施策の方向 取り組み内容 コメント 評価

①仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・
バランス）の推進

　仕事と生活の調和が、企業や社会経済
の活性化や個人生活の充実につながると
いうことについて、効果やメリットを示
しながら、理解の促進を図ります。

D

②男女がそれぞれに
能力を発揮できる職
場環境づくり

　女性活躍に積極的に取り組む企業が拡
大するよう、企業に対して意識啓発や研
修会を行います。

D

【農業委員会】
〇農業委員公募の際に女性の参画を促した。
　　委員15人（うち女性2人）　役員6人（うち女性1人）

　今後もさらなる登用を目指し普及啓
発に努める。

【企画課】
〇商工会役員19人（うち女性1人） 　担当課からの働きかけはできていな

い。（商工会は町の事業でないため）

　地域に根強く残る男女の固定的な役割
分担意識の解消を図り、農林水産業や商
工業の担い手が男女ともに能力を発揮し
評価されるよう、男女共同参画の理解促
進についての普及啓発を進めます。

取り組みなし。 D

〇大山町役場管理職…一般行政課長18人（うち女性3人））16.7％ 目標値：30％

〇役場職員…210人（うち女性98人）46.7％

〇職員の採用…9人（うち女性6人）66.7％ 目標値：50％

【総務課】
〇コンプライアンス研修のなかでハラスメントについての意識啓発を行った。 　コンプライアンス研修の中でハラス

メントについて意識啓発を行ってい
る。

【人権推進室】
〇庁内連絡会（管理職会）で男女共同参画推進状況調査の結果報告を行った。

意識づけを行っている。

重
点
目
標
2
　
働
く
場
に
お
け
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進

　企業対象のセミナーを開催する年も
あるが本年度は未実施。

③農林水産業・商工
業等の自営業におけ
る女性活躍の推進

　農業委員や農業協同組合、商工団体な
どへの女性役員の登用が進むよう、男女
共同参画に向けた普及啓発を進めます。

C

④男女の平等な雇用
環境の確立

　男女の平等な雇用を推進する。 B

　職場における不平等な待遇や、セク
シャル・ハラスメント、マタニティ・ハ
ラスメントなどの諸問題、また女性が働
き続けられるような能カの開発への意識
啓発など、男女が働きやすい労働環境づ
くりに努めます。

A



具体的な施策 施策の方向 取り組み内容 コメント 評価

　男女とも地域活動に参画できる条件を
整備するため、仕事中心となっている従
来の意識やライフスタイルを見直す広
報・啓発を進めます。

【人権推進室】
〇文化祭でパネルを設置した。（大山町総合文化祭、名和地地区解放文化祭） 　よりん彩から借りたものを使用して

いる。漫画のパネルを設置し興味を
持ってもらえるように工夫したが、展
示内容について改善する必要がある。

B

【幼児・学校教育課】
〇大山町子ども見守り隊の活動により、通学路の防犯対策に努めた。登下校時に隊員の実情
に応じて活動を行った。→隊員数79人（うち女性36人）45.6％

　今後も継続して活動を支援する。女
性の割合が4割を超えた。

【福祉介護課】
〇民生児童委員62人（うち女性27人）43.5％ 　H28は39％⇒Ｒ1は43％で、女性委

員が4割に到達した。

【企画課】
〇地域自主組織の役員97人（うち女性24人）24.7％

　担当課からの働きかけはできていな
い

【総務課】
〇自治会会長168人（うち女性10人）6.0％ 　毎年、役員が交替しており安定的に

女性役員の確保はできていない。

〇PTA会長7人（うち女性2人）28.6％ 　中学校3校・小学校4校

〇大山町議会議員16人（うち女性2人〉12.5％
　政治に女性が参画していけるよう環
境の改善・女性への啓発が課題。

【総務課】
〇防災会議の開催はなし 　毎年会議を開催している訳ではない

が、できるだけ男女比等に配慮して招
集している。

〇町防災訓練（R1.11.4)参加人数150人

　参加者の半数は女性が参加しており
女性の参画が進んでいる。近年災害が
増えており避難所でニーズに配慮した
取り組みができるよう啓発が必要。

〇自主防災組織の設立…役員人数244人（うち女性3人）1.2％
　毎年、役員が交替しており安定的に
女性役員の確保はできていない。

〇女性の消防団員…5人
　全消防団員に占める割合は非常に少
なく、もっと取り組みが必要。
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③防災・災害復興分
野における女性の参
画の推進

　防災・復興計画や各種マニュアルの策
定を行う防災会議などの政策等の決定の
場や地域の防災、災害時の対策に女性の
参画が進むよう働きかけを行います。

C

①地域活動における
男女共同参画の推進

　防犯、高齢者の見守り、子育て支援な
どの地域活動への男女とも多様な年齢層
の参画を促進します。

A

②地域政策決定過程
における女性の参画
の啓発の推進

　性別による固定的な役割分担意識の解
消を図り、自治会、ＰＴＡなど地域にお
ける多様な政策・方針決定過程への女性
の参画を進めます。

C



 具体的な施策 施策の方向 取り組み内容 コメント 評価

　地域や家庭で男女が共に責任と参画を
担う必要性や意義について理解を促進
し、固定的性別役割分担意識を解消しま
す。

【人権推進室】
〇文化祭で固定的性別役割分担についてのパネルを展示した。
〇図書館での図書展示（男女共同参画週間）による広報及び啓発を行った。

　図書館に依頼し、目に入りやすい展
示になるように各館に工夫してもらっ
た。

A

　男女が共に家庭生活や地域活動に参画
し、男女共同参画を実現するため、仕事
中心の働き方を見直す意識を進めます。

〇毎週水曜日と金曜日をノー残業デーとし、各PCに定時退庁の呼びかけを行った。 A

【こども課】
〇ファミリー・サポート・センター→年間活動件数194件 　子育ての手助けが欲しい人（おねが

い会員）と、子育ての手伝いができる
人（ひきうけ会員）がお互い会員にな
り、有料で助け合う制度。

〇放課後児童クラブを5か所に設置し、保護者が労働などで家にいない小学校1年生から6年
生までの児童を対象に、放課後や夏休みなどの長期休暇中に適切な遊びや生活の場を提供
し、健全な育成を図った。→放課後毎日利用者数165人 待機児童なし。

【幼児・学校教育課】
〇Ｈ29年9月から3歳以上児の保育料無償化を実施し、子育て世帯の負担軽減を図った。R元
年10月からは国による無償化が実施された。→対象者数248人

〇延長保育を実施し、保護者の就労形態の多様化に伴う保育ニーズに対応した。
　　　→利用人数199人

　今後も継続してサービスを行う。

〇病児・病後児保育の実施
・Ｈ28年度から米子市の3施設へ委託して病児保育を実施。また、町内の保育所で病後児保
育を実施し、保護者の就労を支援した。→延べ利用人数63人

　今後、対象者の拡充を検討する。

〇保育所（3歳以上児）の完全給食の実施
米飯を提供し、保護者の負担軽減を図った。

　今後も継続して支援を行う。

【福祉介護課】
〇訪問型サービス、通所型サービスを実施した。→利用者数訪問2,992人　通所5,834人 　介護離職を防ぐには、訪問や通所

サービスのみならず、他の在宅型サー
ビス、施設型サービスの利用が不可
欠。

【こども課】
〇相談体制を充実させた。（すくすくタイム：H30年度から開始した事業）
　　　　→利用状況（子どもの延べ人数）122人

　子育て世代包括支援センターが開設
されたのは平成27年度であり、随時
相談を受けていたが、平成30年度よ
り地域に３か所ある子育て支援セン
ターに専門職が出向き相談会を実施し
ている。

A

重
点
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標
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①男女間の対等な関
係性の確立

②多様なライフスタ
イルに対応した子育
て・介護の支援

  延長保育や病児・病後児保育など利用者
の多様なニーズに対応した保育サービス
の充実を図り、放課後児童クラブなどを
支援します。

A

  子育てや介護の不安を解消するため、地
域における子育て・介護の支援の充実を
図り、家庭との連携を深めていくことを
支援します。



≪基本目標3≫誰もが安全・ 安心に暮らせる社会づくり

具体的施策 施策の方向 取り組み内容 コメント 評価

【福祉介護課】
○高齢者が地域で安心して暮らせるよう支援を行った。
・家族の集い12回実施

　相談の場になっている。

・タクシー助成→月平均利用回数174回
　制度の認知が高まり、申請者、利用
者ともに増加している。

・配食サービス→月平均配食数99食
　業者との直接契約の方もあり、利用
者数は減少している。

【隣保館】
〇生活相談員と連携して高齢者の生活・身体状況の把握に努めた。

　生活相談員が訪問等を行い、随時対
応している。

【人権推進室】
〇講演会を実施した。
みんなの人権セミナー(R1.10.18)
「発達障害と共に生き、育児し、気づいたこと～オリジナル画像を使って具体的に～」
　　　　講師：笹森理絵　参加人数：92人（昼の部58人、夜の部34人）

　講演会を定期的に実施している。

【幼児・学校教育課】
〇障がい児が入学する前の状況に応じた環境整備を行った。
〇全クラスに特別支援学級、通級について理解できるような指導を実施した。

【福祉介護課】
○障がい者が社会の一員として生活できるよう支援を行った。
・障がい福祉サービス利用者→月平均利用者数187人

　利用者数は徐々に伸びている。

・相談支援体制を充実させた。
　相談件数は増えているが、困難ケー
スが多いため、支援側の維持が課題と
なっている。

○就労支援を行った。
・就労継続支援　→月平均利用者数（A.B型）105人

　移住者が安心して住み続けるために、
子育て、教育、福祉など必要なサポート
を地域が一体となって進めます。

【企画課】
〇移住者の生活支援として、大山町が民間団体に運営を委託する大山町移住交流サテライト
センターを通じ、移住前の情報提供や、移住後に生じた生活上の諸課題に係る相談及び課題
解決のための関係機関等への連絡調整などを実施した。

　相談機関は地域自主組織「やらいや
逢坂」の活動拠点である「まぶや」に
併設されている。(町内1か所）

A

　町内で生活する外国人に対して多言語
での日常生活情報を提供し、就労環境・
住みやすい住環境の整備など、安心して
暮らせる環境を整備します。

【人権推進室】
〇講演会を実施した。
みんなの人権セミナー(R1.9.6)
　「他民族・多文化共生社会の到来～自分ごととして「外国人」の人権を考える」
　　　　　　　　　講師：朴洋幸　　　　参加人数：37人

　講演会等を開催して啓発は行うが、
役場での多言語での対応はできていな
い。町内にも企業の外国人実習生が住
んでいるため、多言語での対応や住民
への理解を進める取り組みが必要。

C

【幼児・学校教育課】
〇ひとり親家庭、障がい児（者）のいる世帯の保育料を軽減し負担軽減を図った。  今後も継続して支援を行う。

【福祉介護課】
〇児童扶養手当の支給、就業支援、生活相談による生活支援を行った。
・児童扶養手当支給　→対象者数106人

　県の事業。大山町は受付事務のみ。

・特別医療費助成　→対象者数54人 　県の事業。4/1時点の数。

・母子会活動へ補助金の交付を行った。
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①高齢者、障が
い者、移住者、
外国人などが暮
らしやすい環境
づくり

　高齢者が社会と関わりを持ち続け、住
み慣れた地域で安心して暮らし、自立し
た日常生活を送るため、高齢者の地域活
動を支援するとともに、家族介護者の負
担軽減を図り社会全体での支援を推進し
ます。

A

　障がいのある人がその意欲や能力に応
じて、社会の一員として生活を送ること
ができるよう環境の整備を図り、生活や
就労の支援を推進するとともに、障がい
のある人が暮らしやすい社会の実現に向
けて、様々な障がいの特性や必要な配慮
などについて理解を深めるための啓発、
広報活動を推進します。

B

②ひとり親家庭
など社会的に困
難な状況に置か
れやすい人への
支援

　社会的に困難な状況に置かれやすいひ
とり親家庭に対し、子育て・生活支援な
ど地域での生活を支援します。

A



【幼児・学校教育課】
〇全教職員で理解に努めた。

【学校】
〇教職員のなか性の多様性について理解を深めるための研修等を行った。
〇人権学習や講演会で「性的マイノリティー」について学習した。

　各校人権教育年間指導計画に位置付
けて毎年行っている。

性同一性障害等の児童生徒等に対する学
校における相談体制を充実させ、きめ細
やかな対応に努めます。

【学校】
〇常に相談を受けられるように体制を整えた。

A

具体的施策 施策の方向 取り組み内容 コメント 評価

②安心して相談
できる体制整備

　配偶者暴力相談支援センターや関係機
関と連携し、安心して相談できる体制を
整備します。

【人権推進室】
〇西部地区担当者連絡会に出席。

　人権推進室への相談はないが、対応
できるよう職員が取り組む必要があ
る。相談があった場合、担当課等へ繋
ぐ体制をとっている。

A

具体的施策 施策の方向 取り組み内容 コメント 評価

【健康対策課】
〇心の健康相談の実施…6回  自死対策事業でもある。

〇ヘルスアップ事業（生活習慣病予防、心の健康、食生活改善等）
　・集落で教室を開催した。→開催集落数20

　保健師・管理栄養士が出向いて健康
づくりについて啓発を行う。

〇がん検診・健康診査受診勧奨、健康意識向上のために誰でも受けやすい環境づくりに努め
た。→胃カメラ以外の健診・がん検診無料 　乳幼児健診で乳がん・子宮頸がんに

ついてのチラシを配布した。

〇特定健診受診率　30.4％

　そのときの状況（天気や情勢）で受
診率の変動がある。
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①生涯を通じた
男女の健康の保
持増進

　だれもが、その健康状態に応じて相談
しやすい体制の整備を図り、がん検診の
受診促進、生活習慣病や自死の予防な
ど、生涯を通じた健康保持・増進を進め
ます。

A
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③性の多様性に
関する理解促進

　女性問題や性の多様性に関する様々な
人権問題をテーマとした講演会を開催
し、人権に対する意識啓発に取り組みま
す。

A
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①男女間におけ
る暴力を許さな
い社会づくり

　ＤＶの被害者・加害者を生じさせない
ために、ＤＶについての認識を深める研
修、啓発を行います。

【人権推進室】
〇DVに関する講演会を実施予定だったが中止となった。
〇啓発のポスター・チラシを掲示・配置した。

 ポスター等での啓発を行った。
A



①生涯を通じた
男女の健康の保
持増進

　生涯を通じた健康な体づくりのため、
だれもがスポーツに取り組み内容やすい
環境づくりを進めます。

【社会教育課】
〇スポーツ推進員の活動支援を行った。→推進員18人（うち女性8人）44.4％
〇各種スポーツ大会の実施、スポーツ少年団の育成、総合型地域スポーツクラブの活動支援
を行い、幅広い年齢層でのスポーツ振興に努めた。
　実施大会…バレーボール・バドミントン・卓球・駅伝・駅伝・元旦マラソン・ゴルフ・グ
ラウンドゴルフ・ソフトバレー

　性別枠がある大会についてはチーム
戦で男子が多いところが有利になって
しまうため、その是正策として女子を
一定数入れる混合チームとするなどし
ている。男女が平等に参加し、楽しめ
るような工夫をしながら実施してい
る。しかし、参加者全体が減少傾向に
あるため、より多くの人が参加しやす
い大会にしていく必要がある。

A

【こども課】
〇子育て支援センターを町内3か所に設置し、妊婦さんや子育て中の親子が気軽に立ち寄り交
流する場を提供した→利用者数5,572人

　現在はコロナウイルスの感染対策と
して、受け入れ人数を制限している。

〇子育てサークルへの支援…21回

　子育て中の保護者などが情報交換や
悩みを相談したりと、自主的に活動し
ている。町内に6つのグループがあ
り、お父さんサークルもある。

〇訪問による相談体制の充実を図った。→訪問件数（赤ちゃん訪問数85件、実施率100％）

　子育て世代包括支援センターが開設
されたのは平成27年度であり、随時
相談を受けていたが、平成30年度よ
り地域に３か所ある子育て支援セン
ターに専門職が出向き相談会を実施し
ている。

〇妊産婦等の交流の場として「赤ちゃんとマタニTeaタイム」を年４回実施した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→参加家庭数31

　父親の参加も可。妊産婦向けのおや
つの紹介、助産師による相談受付など
を行う。主な対象者に案内をしてい
る。

〇妊娠出産子育てにかかる検診等の費用を助成した。
（1人あたり１４回）　→妊婦検診受診実人数113人 　多胎児の場合19回。

〇離乳食講習会を実施した。→参加人数63組 　年6回実施している。

〇幼児食講習会を実施した。→参加人数25組 　R1年度より年2回実施している。

　リプロダクティブ・ヘルス／ライツ
（性と生殖に関する健康と権利）に関す
る正しい知識の普及啓発を図ります。

　取り組みはない。言葉の啓発、女性
のライフプランに関する学習機会の提
供が必要。

D

重
点
目
標
７
　
生
涯
を
通
じ
た
男
女
の
健
康
支
援

②妊娠・出産な
どに対する健康
支援

　家庭や地域において、精神的、身体的
に安心して子どもを産み育てることがで
きるよう支援体制を充実します。

A


